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令和８年度事業計画 

 

１ 運営の基本方針 

  令和３年度に策定した「経営推進計画」が令和７年度で終了し、令和８年度から

１２年度までの５か年について、新たな「経営推進計画」を策定する。 

本計画では、前計画の成果を踏まえ新たな時代の要請に柔軟に対応できるよう人

材育成、財務改善を柱としつつ、更なる収益源の確保を喫緊の課題として法人の運

営、公益目的事業を推進していくこととしている。 

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、大分県の総人口は２０３０年に

は２０２５年からおよそ４６，０００人減少する一方、７５歳以上の人口はおよそ

１２，０００人増加することが予想されており、検診事業の推進に当たっては、人

口減少と高齢化に加え、巡回健診の稼働日数が縮小傾向にあることから、市町村等

関係機関と連携し未受診者対策に努めるとともに、職域健診については、積極的な

入札への参加、クリニックの有効活用等により検診受診者の確保に努める。 

また、保有する検診車両については、初年度登録から２０年以上経過した車両も

多いことから、車両の耐久性や稼動状況等を見極めながら更新を考えていく必要が

ある。 

さらに、法人の運営については、高年齢者雇用安定法に基づき、定年退職者の継

続雇用により人件費の圧縮を図り、事業面では、検診システムの改修等による業務

の効率化に努める。 

このような現状を踏まえ、令和８年度のセンター運営の基本方針として、次の４

つの項目を掲げて事業に取り組む。 

 

（１）質の高い検診の提供 

令和５年度の本県における「市町村がん検診受診率」は、乳がん検診の１６． 

９％を最高に、子宮頸がん検診１５．９％、肺がん７．５％、大腸がん６．８％、

胃がん６．０％となっている。（令和５年度地域保健・健康増進事業報告より） 

こうした現状を踏まえ、県民の健康づくりの拠点として、また、公益法人とし

て受診者本位の検診サービスを心掛け、質の高い検診を提供できるよう、検診精

度の向上と受診しやすい環境整備に努めるとともに、行政及び関係機関との協力

体制のもと、検診受診率の向上及びがん予防の充実を図る。 

 

（主な取組み） 

  ・検診システムの改修、検診機器等の更新 

・精度管理のための「各種委員会」の開催 

・検診従事者・関係者に対する講習会・研修会の開催 

・各種検診の啓発チラシの作成・配布 

・医療安全研修会の開催 
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（２）受診者数確保のための取組強化 

   各種検診の受診者数確保や検診事業収益の改善を図るため、住民検診において

「未受診者に対する受診勧奨の拡大」を市町村に引続き要請するとともに、事業

所検診においては、「検診業務の再受託、事業所検診の新規開拓」等のための営

業活動を積極的に行い、官公庁等が実施する入札に積極的に参加する。 

クリニックにおける増収の取組みとして、週５日の開所、１１月から５月の検

診閑散期に月２回の土曜日開所等によりレディース検診の拡充を図り、市町村と

の連携による広報活動を強化するため、巡回検診の日程をホームページにリンク

し、引き続き情報提供を行う。 

 

（主な取組み） 

・クリニックの毎週水曜日を女性専用日とする。 

・検診予約時にオプション検査を積極的に勧奨する。 

・乳がん・子宮頸がん検診受付時間の延長と日数の拡大 

・ネット広報、情報発信の充実（ＨＰ・ＦＢ） 

・検診が未受託の市町村への渉外活動の継続 

・サービス向上及び事故防止のための「業務改善委員会」の開催 

 

（３）経費の削減及び処遇の改善 

   支出全般にわたって、合理的な事業運営により経費の節減に引き続き努めるも 

のの、昨今の民間企業の賃上げや最低賃金の上昇を鑑み、令和７年度からの人件 

費の取扱い等を継続する。 

・管理職手当の復元（５％→８％） 

・業績に連動した賞与のアップ 

・令和８年度の職員数５１名（７年度から４名減） 

 

（４）経営推進計画の策定 

  令和３年度に策定した経営推進計画（計画期間：３年度から７年度）の終了に 

伴い、新たな後継計画（計画期間：８年度から１２年度）を策定する。 

 

２ 検診事業 

（１）検診事業計画 

   令和８年度の各種検診事業計画は次のとおりとする。 

（単位：人） 

区 分 ７年度目標 
７年度見込 

（Ａ） 

８年度目標 

（Ｂ） 

増 減 

（Ｂ）-（Ａ） 

特定健診（住民） １５，７００ １５，１００ １５，０００ ▲１００ 

生活習慣病健診 

（職域） 
１６，１００ １６，２００ １７，３００ １，１００ 
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結核検診 ５３，０００ ５０，９００ ５０，３００ ▲６００ 

骨粗鬆症検診 ２，８００ ２，７００ ２，８００ １００ 

胃がん検診 ８，７００ ８，５００ ７，９００ ▲６００ 

子宮頸がん検診 １３，０００ １３，３００ １２，７００ ▲６００ 

肺がん検診 ２０，７００ １８，４００ １８，５００ １００ 

乳がん検診 １２，０００ １１，８００ １１，７００ ▲１００ 

大腸がん検診 １６，５００ １６，９００ １６，８００ ▲１００ 

 １５８，５００ １５３，８００ １５３，０００ ▲８００ 

 

（２）受診者数及び検診事業収益増加のための取組 

（１）に掲げた計画を達成し、受診者の確保及び検診事業収益の増加を図るた 

め、次の取組みを行う。 

① 市町村や全国健康保険協会大分県支部等との連携により検診未受診者への特 

定健診を実施する。 

② 特定健診受託市町村に対して心電図、眼底、貧血検査等のオプション検査の 

受診勧奨を継続して実施する。 

③  糖尿病性腎症リスク健診を継続的に実施する。 

④  職域検診の新規開拓・継続受託に向け、渉外活動を行う。 

⑤  ネット広報（ＨＰ・ＦＢ）による広報活動の強化を図る。 

⑥  ＰＨＲ（パーソナルヘルスデータ）の有料提供を行う。 

  ⑦ 後期高齢者健康診査の詳細検診（心電図、眼底、貧血検査）を継続的に実施

する。 

 

（３）クリニックの強化 

閑散期の増収対策も含め､クリニックの充実と受診者サービスの向上を図るた 

め、次の取組みを行う。 

① １日の受入れ人数の上限を引き続き６０人とし、受診者数の拡充を図る。 

②  １１月～５月の第１・３土曜日を開所して、婦人科検診の拡充を図る。 

③  ９月～１０月に検診受診可能日を増やし、婦人科検診の拡充を図る。 

④  オプション検査の内容を整備し、受診勧奨を強化する。 

⑤  インフルエンザワクチン接種への対応を継続して強化する。 

⑥  ＨＰ、ＦＢによるクリニックの最新情報等を発信する。 

 

（４）精度管理の向上 

がん検診において、精検受診率の状況は検診精度の向上に直結する重要指標で 

あることから、市町村等と連携して住民検診のがん検診要精検者に対して精検受 

診勧奨の徹底に努めるとともに、追跡調査を充実し、精検未受診者に対する受診 

勧奨を実施する。 
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併せて、職域検診のがん検診要精検者に対しても精検受診を勧奨する。 

また、各種がん検診の精度管理や円滑な推進、がん疾患の早期発見を図るため、 

各種委員会を開催する。 

さらに、大分県医師会、日本臨床衛生検査技師会、日本臨床細胞学会、日本乳 

がん検診精度管理中央機構、全国労働衛生団体連合会等の外部精度管理事業に積 

極的に参加する。 

（精度管理のための各種委員会） 

①  結核・肺がん検診委員会 

②  消化器がん検診委員会（胃・大腸がん関係） 

③  乳がん検診読影委員会 

④  細胞診判定委員会 

（子宮頸がん・肺がん（喀痰細胞診）・尿細胞診関係） 

 

（５）検診体制の充実 

  ① 検診システムの改修及び備品の整備を行う。 
（単位：千円） 

内  訳 内  容 整備費用 資金の調達 

検診システム 改 修 ６，２７０ 自己資金 

検診データ用ファイル 

サーバー 一式 
更 新 ２，３１０ 自己資金 

カラープリンター 更 新   ３７５ 自己資金 

保健指導用請求ソフト 更 新 ８８０ 自己資金 

 合 計 ９，８３５  

 
  ② 各種健診で使用する医療機器の整備を行う。 

（単位：千円） 

内  訳 内  容 整備費用 資金の調達 

卓上遠心機 更 新    ４６１ 自己資金 

液状処理細胞診標本 

作成装置 一式 
更 新 １７,４９０ 自己資金 

超音波検査装置 更 新 ４，７６８ 自己資金 

 合 計 ２２，７１９  

 
  ③ 胸部検診車の改修を行う。 

（単位：千円） 

内  訳 内  容 整備費用 資金の調達 

発電機及びＸ線装置移設

（けいりん７５９） 
改 修 １６，１７０ 自己資金 
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（６）特定保健指導 

特定健康診査、生活習慣病予防健診の受診者で、生活習慣病の発症リスクが高 

い方に対する特定保健指導の実施目標数について、次のとおりとする。 

（単位：人） 

内 容 
７年度 

目 標 

７年度 

見込（Ａ） 

８年度 

目標（Ｂ） 

増 減 

(B)−(A) 

動機付支援・積極的支援 ２２０ ２００ ２４０ ４０ 

 

３ 普及啓発事業 

（１）結核予防会大分県支部としての活動 

① 毎年８月１日からの「複十字シール募金運動」の開始にあたって、結核予防 

 婦人会とともに知事表敬訪問を行うとともに、県、市町村、婦人会等への募金 

運動を実施する。 

② 毎年９月２４日～３０日の結核・呼吸器感染症予防週間において、結核予防 

婦人会、大分県健康政策・感染症対策課、大分市保健所と協力して「街頭啓発 

キャンペーン」を行うとともに、複十字シール募金を呼びかける。 

 

（２）日本対がん協会大分県支部としての活動 

① 毎年９月１日～３０日の「がん征圧月間」において、がん予防に関するポス 

ター、パンフレット等を県、市町村、医療機関等に配布するとともに、新聞広 

告によるがん検診の広報を行う。 

② 「リレー・フォー・ライフジャパン大分」の事務局として、主催者の日本

対がん協会、大会実行委員会を支援する。 

③ 「がん征圧運動」事業推進のため、県、医師会、事業所等へ会員募集を行

い、募金運動を実施する。 

 

（３）インターネット等による広報・啓発 

ホームページ及びフェイスブックによる情報を適宜発信するとともに、イン

ターネット利用者への広報を強化する。 

また、市町村の巡回検診の日程をホームページにリンクし、情報提供を行う。 

 

（４）令和６年度各種検診・検査事業実績の公開 

これまで各種検診・検査事業実績を取りまとめた「事業年報」をホームペー 

ジ上に情報公開する。 

 

４ 研究・研修事業 

各種がん検診の円滑な推進やがん疾患の早期発見を図るための各種委員会の開

催（前述２の（４）参照）や各種検診・検査事業実績（前述３の（４）参照）の
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公開を行うとともに、市町村や検診協力医療機関、職員（パートを含む）を対象

とした講習会・研修会を開催する。 

また、結核予防会、日本対がん協会等が開催する研修会、学会等に関係職員を

参加させ、専門知識の習得に努める。 

（センター実施の研修会等） 

① 検診スタッフ研修会 

② がん精密検診協力医療機関研修会（大分県医師会と共催） 

③ 人権啓発等研修会（大分県医師会と共催） 

④ 防災研修会（大分県医師会と共催） 

 

５ 資 料 

（１）令和８年度役員名簿（理事・監事・評議員） 

（２）令和８年度組織機構図 

（３）令和８年度市町村健康診査受託状況  
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５ 資料（１） 

令和８年度公益財団法人大分県地域保健支援センター役員名簿 

 理事（１３名）・監事（２名）            令和７年６月２３日～ 

役職名 氏 名 選出区分 

理 事 長 河野 幸治 大分県医師会長 

専務理事 清末 敬一朗 大分県地域保健支援センター事務局長 

理  事 内田 一郎 大分県医師会副会長 

理  事 永松  悟 大分県市長会代表 

理  事 安部 徹也 大分県町村会代表 

理  事 貞永 明美 大分県産婦人科医会副会長 

理  事 末永 康夫 国立病院機構別府医療センター院長 

理  事 井原 健二 大分大学医学部附属病院長 

理  事 福澤 謙吾 大分赤十字病院長 

理  事 安達 美和子 大分県結核予防婦人会副会長 

理  事 大和  泉 大分県福祉保健部県民健康増進課長 

理  事 溝口 洋一 大分県地域保健支援センター診療所長 

理  事 谷口 一郎 大分県地域保健支援センター 

監  事 此本 浩毅 此本会計事務所長 

監  事 廣瀬 高博 日本赤十字社大分県支部事務局長 

 

 

令和８年度公益財団法人大分県地域保健支援センター評議員名簿 

 評議員（７名）                   令和７年６月２３日～ 

役職名 氏 名 選出区分 

評議員 小原 正嗣 大分県歯科医師会副会長 

評議員 末延 聡一 国立病院機構西別府病院長 

評議員 宇都宮 徹 全国自治体病院協議会大分県支部長 

評議員 玉井 保子 大分県看護協会長 

評議員 市川 泰朗 大分県理学療法士協会長 

評議員 緒方 雅子 大分県栄養士会長 

評議員 丸山 晃二 大分県臨床検査技師会長 
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５ 資料（２） 

公益財団法人大分県地域保健支援センター組織機構図 

                             令和８年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【職員数】 

区 分 事 務 医 師 
放射線 

技 師 
保健師 看護師 

臨床検査

技  師 
運転士 合 計 

常勤役員 
Ｒ８   １        １ 

Ｒ７  １        １ 

職 員 
Ｒ８ １１   １   ５  ３  ３   ６   ４ ３３ 

Ｒ７ １２    ６  ３  ５   ７   ４ ３７ 

準職員 
Ｒ８  １        １ 

Ｒ７  １         １ 

嘱 託 
Ｒ８  ５   １   １  ５    ４ １６ 

Ｒ７  ５   １   １  ４    ５ １６ 

臨 時 
Ｒ８         ０ 

Ｒ７          ０ 

合 計 
Ｒ８ １８   ２   ５  ４  ８   ６   ８ ５１ 

Ｒ７ １９   １   ６  ４  ９   ７   ９ ５５ 

増 減 △ １    １ △ １  ０ △ １ △ １ △ １ △ ４ 
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 資料（３） 


